
不当廉売関税 調査・課税措置の流れ

原則12か月以内
最長18か月以内

（報告）

関税･外国為替等審議会
（特殊関税部会）

関税･外国為替等審議会
（特殊関税部会）

重要事実の開示

質問状・確認票への回答

証拠の提出

意見の表明、対質の申出、情報
の提供

回答の確認・分析、
要すれば、不備指摘、
追加質問状送付

現地調査

（諮問・答申）

課税期間延長、新
規供給者及び事情
変更に係る調査

還付の
求め

最終決定告示
確定措置

（課税開始後における利害関係者の救済措置）

(６か月)

（10か月）

(４か月)

(３か月)

新規供給者・調査
されなかった者か
らの調査の求め

質問状・確認票送付
調査開始告示

【関税・外国為替等審議会】 【財務省・経産省(・産業所管省)】 【利害関係者】

（政令閣議・公布）

（2か月を目途）

＊
＊質問状：37日間 (最長14日延長可能)

重要事実に対する意見の表明等

※調査において調査当局が使用する情報は、秘密・
非開示情報を除き、利害関係者の閲覧に供する。

※調査結果報告書は公表。

（仮の決定告示） (８か月)
（仮の決定に対する意見の表明

等）（暫定措置）

関税･外国為替等審議会
（特殊関税部会）

（諮問・答申）

（政令閣議・公布）

課税の求め (国内産業への損害の事実のデータ等)

[凡例]  （調査期間）：調査の標準期間
※要件を満たしていない場合（輸出者の約束の申出を政府が受諾する場合を
含む）は、調査を開始しない、調査を取り止める又は課税しないこととなる。
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